
お知らせ

償
却
資
産
は
申
告
が
必
要
で
す

税
務
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
伴
い
、

税
証
明
書
な
ど
の
様
式
が
変
わ
り
ま
す

　
償
却
資
産
と
は
、
個
人
あ
る
い
は
法
人

で
事
業
を
営
ん
で
い
る
人
が
事
業
の
た
め

に
使
用
し
て
い
る
構
築
物
、
機
械
、
器
具

な
ど
の
こ
と
で
、
土
地
や
家
屋
と
同
様
に

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
農
業
用
の
資
産
に
つ
い
て
も
償
却
資
産

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
田
畑
の
あ
ぜ
や
進

入
路
、
石
垣
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
や
乗
用

装
置
の
な
い
農
業
用
機
械
な
ど
を
確
定
申

告
の
経
費
と
し
て
計
上
さ
れ
る
場
合
は
、

必
ず
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
償
却
資
産
所
有
者
は
、
令
和
８
年
１
月

１
日
（
木
）
現
在
に
お
け
る
資
産
の
状
況

な
ど
を
２
月
２
日
（
月
）
ま
で
に
各
市
町

村
へ
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
償
却
資
産
申
告
書
は
、
前
年
度
申
告
を

し
た
人
や
異
動
届
を
提
出
し
た
法
人
な
ど

へ
12
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
ま
た
、
個
人
で
10
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の

太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
売
電
す
る
場

合
も
、
事
業
用
の
資
産
と
し
て
申
告
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
税
務
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課�

☎
21

―

０
２
１
６

　
令
和
８
年
１
月
５
日
（
月
）
よ
り
、
国

が
示
す
標
準
仕
様
に
適
合
し
た
税
務
シ
ス

テ
ム
へ
移
行
す
る
こ
と
に
伴
い
、
税
証
明

書
な
ど
の
様
式
や
運
用
が
変
わ
り
ま
す
。

　
そ
の
他
、
詳
細
な
変
更
な
ど
に
つ
き
ま

し
て
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課�

☎
21

―

０
２
１
５

主な変更点
変更前・後の名称 主な変更点

【新】課税証明書（個人）
【旧】課税・所得証明書（個人）
　　　課税・所得証明書（世帯）

●�世帯全員が記載された課
税・所得証明書（世帯）が
廃止になります。世帯全員
の課税証明書が必要な場
合は、世帯員の課税証明書
（個人）を人数分取得し
てください。（証明手数料
300円が人数分必要となり
ます）

　
　

税
に
関
す
る
お
知
ら
せ 　
　
　
　
　
　

  

問
税
務
課　
☎
21

―

０
２
１
４

市
が
行
う
令
和
７
年
分
の
税
申
告
相
談
は
全
会
場
事
前
予
約
優
先
で
す
。

�
※
混
雑
回
避
と
待
ち
時
間
の
短
縮
の
た
め
、
市
会
場
で
の
申
告
相
談
は
全
会
場
事
前
予
約
優
先
と
し
ま
す
。

○�

事
前
予
約
を
１
０
０
件
、
当

日
受
付
を
20
件
と
し
ま
す
。

○�

当
日
受
付
の
受
付
時
間
は
午
前

11
時
か
ら
午
後
２
時
30
分
ま
で

で
す
。

　
予
約
受
付
時
に
受
付
番
号
、
相

談
時
間
の
目
安
を
お
伝
え
し
ま

す
。
申
告
当
日
は
受
付
番
号
順
に

お
呼
び
出
し
し
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
予
約

電
話
予
約

予
約
期
間　
令
和
８
年
１
月
７
日

（
水
）～
相
談
日
前
日
ま
で

①�

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、パ
ソ
コ
ン
か

ら
予
約
フ
ォ
ー
ム
に
ア
ク
セ
ス

②�

必
要
事
項
を
入
力
し
、
希
望
日

を
選
択

③�

登
録
し
た
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に

予
約
内
容
の
通
知

が
届
き
ま
す

予
約
期
間　
令
和
８
年
１
月
７
日

（
水
）～
２
月
６
日（
金
）

平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
予
約
専
用
電
話
番
号

�
☎
56

―

１
６
０
０　

　
回
線
が
混
み
合
う
こ
と
が
予
測

さ
れ
ま
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
予

約
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。（
専
用

電
話
番
号
以
外
で
の
予
約
は
で
き

ま
せ
ん
）

　
予
約
内
容
の
案
内
通
知
を
２
月

中
旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。
相
談

日
当
日
、
受
付
に
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

※�

２
月
９
日
（
月
）
以
降
の
予
約

は
、
原
則
と
し
て
税
務
課
、
各

地
域
局
、
申
告
相
談
会
場
で
お

受
け
し
ま
す
。

日にち 会　　場
２月16日（月）

成羽たいこまるプラザ
伊藤記念ホール２月17日（火）

２月18日（水）
２月19日（木） 備中地域局

２階大会議室２月20日（金）
２月24日（火）

有漢生涯学習センター
２階会議室２月25日（水）

２月26日（木）
２月27日（金）

イズミゆめタウン高梁店
２階多目的スペース

３月２日（月）
３月３日（火）
３月４日（水）

日にち 会　　場
３月５日（木）

川上総合学習センター
多目的ホール３月６日（金）

３月９日（月）
３月10日（火）

ポルカ天満屋
ハピータウン
２階市民交流コーナー

３月11日（水）
３月12日（木）
３月13日（金）
３月16日（月）

申告相談日程
相談時間：午前９時30分開始（イズミゆめタウンおよびポルカ天満屋は午前10時相談開始）

※�会場ごとでの地区分けはありません。
　�ご希望の日程にお越しくだ
さい。

※２月27日（金）および３月10日（火）は、スマホ申告デスクを開設します。
　申告会場内でスマートフォンでの確定申告を職員がお手伝いしますので、スマートフォン、マイナンバー
カード、申告資料をお持ちのうえご来場ください。（予約不要）

　申請期間中は混雑することが予想されるため、今
年度、申告期間前の２日間、申告相談を追加で行い
ます。
　電話予約のみで、所得税の還付申告のみとし、１
日あたり50件を上限とします。
　スマホ申告デスク（予約不要）も開設します。

日時　令和８年２月９日（月）
　　　令和８年２月10日（火）
　　　※両日とも、午前10時～午後４時まで
場所　高梁市図書館多目的室

図書館での申告を希望される人は、上記の予約専用電話にて予約してください。（予約内容の通知は行いません）

高梁市図書館での申告案内

　申告はご自宅からスマホとマイナンバーカードを利用して e-TAXでしてみませんか。
　マイナンバーカードを利用しての申告は、
　　①利用者証明用電子証明（数字４桁）
　　②署名用電子証明（英数字６～16文字）　　の２種類のパスワードが必要になります。
　また、①および②の電子証明書には有効期限【発行日から５回目の誕生日まで】がありますので
ご注意ください。
� 問国税相談専用ダイヤル　☎0570―00―5901

令和７年分の申告はスマホで！令和７年分の申告はスマホで！

扌予約フォームはこちら
（令和8年1月7日（水）から利用できます）

毎月15日まで 20日市役所締切
市役所 秘書課 森本様へ

ト ヨ タの カーシ ェア
トヨタシェアが便利です。

株式 会 社 ト ヨ タ レ ン タ リ ー ス 岡 山
備 中 高 梁 駅 前 店
住 所 ： 高 梁 市 旭 町
電 話 ：

店 頭 手 続
き 不 要

２ ４ 時 間
出 発 ・ 返 却
で き ま す 。

冬 季 ス タ ッ ド
レ ス

装 着 無 料 。

株式会社トヨタレンタリース岡山
備中高梁駅前店 からの お知らせ

詳細はこちら↓

専用アプリをダウンロードして登録していただくと予約、ご利用ができます。

店頭での登録サポート実施中

〔広告〕広告の内容については広告主へお問い合わせください

所得税の還付申告のみの人はぜひご利用ください！

市ウェブサイトはこちら➡

高梁市の市外局番は「0866」です 16令和７年（2025）12月17 令和７年（2025）12月


